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左記以外のH23年度実績
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23年度

<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
　1箇所あたりの事業費

千円/
箇所

⑤
事
業
の
課
題

区　分

・道路改良率を65.3％（H23.4.1現在)とする。
・高速交通網を30分以内に利用できる市町村数を
62市町村とする。
・イライラハラハラ箇所の着手率を93.5％とする。

④
事
業
の
成
果

事業の目標(H23)

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

中期総合計画の主要施策「道路ネットワークの整備」における主要な取組みであり、23年度においては概ね期待ど
おりの成果が得られたものの、幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高いため、ローカル
ルール(1.5車線)を適用するなどコスト縮減を図り、引き続き早期の効果発現をめざす。

特記事項
県内の道路延長は全国第5位であるのに対して道路改良率の65.6％は35位であり、十分な改良が進んでいない状
況である。

平成23年度完了箇所48箇所

(効率指標算出式)
　概算事業費÷箇所数

□　減少 判
定
の
説
明

□　余地あり

b
期待どおり

評価区分

判　定　・　説　明

■　横ばい

205

・暮らしに直結する道路整備に対しては、依然ニーズが高い。
・道路法で指定区間以外の国道及び県道の整備は県で行うもの
とされている。
・引き続き新技術・新工法を採用してコストを縮減するとともに、
重点化・効率化により事業期間を短縮し、早期供用に努める。

・道路改良率は65.6％となり、期待どおりの成果が得られた。
・高速交通網を30分以内に利用できる市町村数が62市町村となり、期待ど
おりの成果が得られた。
・イライラハラハラ箇所の着手率が93.5％となり、期待どおりの成果が得られ
た。

事業改善（有効性・
効率性）の余地

□　余地あり□　余地なし ■　当面余地なし

□　増加

県の関与を見直す
余地

□　当面余地なし

事業ニーズの変化

26,545 23,963 23,664

事業成果・評価

■　余地なし

③
事
業
実
績

成果指標・活動指標内容 単位 22年度

事業実施箇所数(活)

― ― ―

箇所 194

4,912,353 4,141,225

24年度（当初）

69.58 39.43

23年度事業費の主な内訳

千円 7,307,900 4,141,225 (H24への繰越額：2,395,547千円)

1箇所当り平均工事期間4年
千円 5,149,654 4,912,353 ―

千円

②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 22年度

　概　算
　人件費

人 47.78

千円 5,149,654

千円

23年度 24年度（当初）

337,918 980,225

7,069,396

1,157,367

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

道路整備を推進し、道路ネットワークを構築する。都市部の渋滞緩和、産業振興や観光支援、地域活性化、医療・福祉など
安全、安心な暮らしの確保を目指す。

対　象 県内の道路利用者

目指すべき姿

・道路整備により道路改良率の増加を図る。（H24までに道路改良率を65.9％とする。)
・道路整備により高速交通網を30分以内に利用できる市町村数の増加を図る。(H24までに利用可能な市町村数を62市町村
とする。)
・道路整備によりイライラハラハラ箇所対策事業の着手率の増加を図る。(H24までに着手率を100％とする。)

事業内容
・県道のバイパス建設、橋の建設、道路の拡幅等の道路整備で、比較的規模の小さいものや国の補助事業の採択条件に該
当しない緊急に整備を必要とする箇所の道路整備。

道路法12条、13条、15条、42条

実施方法
国庫･
県単

県が直接実施

実施期間 T8 根拠法令等

県単独公共

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号
1-01,2-02,3-09,
5-06,5-07,5-09

部・課 建設部　道路建設課

事　業　名
県単道路橋梁新設改良事業

（県単【道路建設】）

10 04 02


